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 訓   令  

 

 四日市港管理組合出納事務決裁規程の一部を改正する訓令をここに公布します。 

  令和 6 年 9 月 20 日 

               四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之   

四日市港管理組合訓令第 3 号 

   四日市港管理組合出納事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 四日市港管理組合出納事務決裁規程（平成 15 年四日市港管理組合訓令第 5 号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 （用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 決裁 会計管理者の権限に属する事務に

ついて、最終的にその意思を決定すること

をいう。 

 

（２） （略） 

（３） 代決 会計管理者又は出納室長が不在の

ときに臨時的に代わつて決裁することをい

う。 

 （代決） 

第４条 会計管理者が不在のときは、出納室

長が代決することができる。 

 

 

２ 出納室長が不在のときは、副管理者の承

認を得て定めた代決者が代決することがで

きる。 

 （用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 決裁 会計管理者又は専決権限を有する

者（以下「決裁者」という。）が会計管理者

の権限に属する事務について、最終的にそ

の意思を決定することをいう。 

（２） （略） 

（３） 代決 会計管理者が不在のときに臨時的

に代わつて決裁することをいう。 

 

 （代決） 

第４条 会計管理者が不在のときは、出納室

長が代決することができる。ただし、重要

事項又は異例に属する事項については、こ

の限りでない。 
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 （代決の制限） 

第５条 前条の規定により代決しようとする

事案の内容が重要事項又は異例に属する事

項である場合は、代決することができない。 

 （代決後の処理） 

第６条 代決した事項について必要と認める

ときは、当該書類を、会計管理者又は出納

室長の後閲に付し、その内容を報告しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 （代決後の処理） 

第５条 代決した事項について必要と認める

ときは、当該書類を、会計管理者の後閲に

付し、その内容を報告しなければならない。 

 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 
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